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(57)【要約】
【課題】本発明は、実装基板モジュールに関する。
【解決手段】本発明の一実施例による実装基板モジュー
ルは、基板と、基板の一面に実装される回路部と、基板
の他面に実装されて回路部に電源を供給する電源供給部
と、を含み、基板が、電気的にグランド（ＧＮＤ）であ
る接地層を含むことにより、実装された電子素子に及ぶ
ノイズのような悪影響を減らすことができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板の一面に実装される回路部と、
　前記基板の他面に実装されて前記回路部に電源を供給する電源供給部と、
　を含み、
　前記基板は、前記回路部と前記電源供給部の間に位置し電気的にグランド（ＧＮＤ）で
ある接地層を含む、実装基板モジュール。
【請求項２】
　前記回路部は、高周波信号を処理するＲＦ集積回路を含む、請求項１に記載の実装基板
モジュール。
【請求項３】
　前記電源供給部は、ＤＣ－ＤＣコンバータを含み、前記ＤＣ－ＤＣコンバータのスイッ
チング動作により既に設定された電圧を前記回路部に供給する、請求項１または２に記載
の実装基板モジュール。
【請求項４】
　前記電源供給部は、複数の出力電圧を出力して前記回路部に複数の出力電圧を供給する
、請求項１から３のいずれか１項に記載の実装基板モジュール。
【請求項５】
　前記接地層は、複数の導線によって前記回路部及び前記電源供給部と電気的に連結され
、前記回路部と前記電源供給部の間を遮る、請求項１から４のいずれか１項に記載の実装
基板モジュール。
【請求項６】
　前記基板の他面に配置されて前記電源供給部を囲む複数のハンダボール（ｓｏｌｄｅｒ
　ｂａｌｌ）をさらに含む、請求項１から５のいずれか１項に記載の実装基板モジュール
。
【請求項７】
　基板と、
　前記基板の一面に実装されてベースバンド信号を処理する第１の回路部と、
　前記基板の他面に実装されてスイッチング信号を処理する第２の回路部と、
　を含み、
　前記基板は、前記第１の回路部と前記第２の回路部の間に位置し電気的にグランド（Ｇ
ＮＤ）である接地層を含む、実装基板モジュール。
【請求項８】
　前記基板の他面に配置されて前記第２の回路部を囲む複数のハンダボール（ｓｏｌｄｅ
ｒ　ｂａｌｌ）をさらに含み、
　前記第２の回路部は、ＤＣ－ＤＣコンバータによってスイッチングされる信号を処理し
て既に設定された電圧を出力し、前記既に設定された電圧を前記第１の回路部に供給する
、請求項７に記載の実装基板モジュール。
【請求項９】
　基板の一面に配置される第１の回路部と、
　前記基板の他面に配置される第２の回路部と、
　前記第１の回路部の雑音が前記第２の回路部に与える影響を減らすように前記第１の回
路部と前記第２の回路部の間に配置される接地層を含む、基板モジュール。
【請求項１０】
　前記第１の回路部はベースバンド信号を処理する高周波集積回路を含み、
　前記第２の回路部は電源供給部である、請求項９に記載の基板モジュール。
【請求項１１】
　前記第１の回路部と前記第２の回路部は前記一面と前記他面の間に配置される導線を通
じ前記接地層に電気的に連結される、請求項９または１０に記載の基板モジュール。
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【請求項１２】
　前記基板は空気の透磁率より大きな透磁率を持つ絶縁層を有する、請求項９から１１の
いずれか１項に記載の基板モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、実装基板モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、実装基板モジュールの高容量化／小型化が進められている。これに伴い、実装基
板モジュールに実装される電子素子の高集積化も進められている。
【０００３】
　実装基板モジュールに実装された電子素子は、動作時、隣接する電子素子にノイズのよ
うな悪影響を及ぼす可能性がある。そして、実装基板モジュールに実装された電子素子が
高集積化するほど、悪影響はより大きくなる可能性がある。
【０００４】
　また、電子素子が高集積化するほど、サイズの制約によってグランド分離及びノイズ特
性強化設計が困難となる可能性がある。
【０００５】
　例えば、家電用／産業用製品の電力半導体モジュールにおいて、力率改善回路（Ｐｏｗ
ｅｒ　Ｆａｃｔｏｒ　Ｃｏｒｒｅｃｔｏｒなど）のようなスイープ（ｓｗｅｅｐ）特性を
有する電子素子は、駆動によってコンバータ（ＬＬＣ）などのような隣接した電子素子に
ノイズのような悪影響を与える可能性がある。
【０００６】
　また、従来の集積度の高い実装基板モジュールにおいて、メイン集積回路と電源供給部
は、相互にノイズのような悪影響を与える可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】韓国公開特許第１０－２０１０－００６８０５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、実装基板モジュールを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施例による実装基板モジュールは、基板と、基板の一面に実装される回路
部と、基板の他面に実装されて回路部に電源を供給する電源供給部と、を含み、基板は、
電気的にグランド（ＧＮＤ）である接地層を含むことができる。
【００１０】
　例えば、上記電源供給部は、ＤＣ－ＤＣコンバータを含み、上記ＤＣ－ＤＣコンバータ
のスイッチング動作により既に設定された電圧を上記回路部に供給することができる。
【００１１】
　例えば、上記実装基板モジュールは、上記基板の他面に配置されて上記電源供給部を囲
む複数のハンダボール（ｓｏｌｄｅｒ　ｂａｌｌ）をさらに含むことができる。
【００１２】
　本発明の一実施例による実装基板モジュールは、基板と、基板の一面に実装されてベー
スバンド信号を処理する第１の回路部と、基板の他面に実装されてスイッチング信号を処
理する第２の回路部と、を含み、基板は、電気的にグランド（ＧＮＤ）である接地層を含
むことができる。
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【００１３】
　本発明の一実施例による実装基板モジュールは、基板と、基板の一面に実装されて高周
波帯域信号を処理する第３の回路部と、基板の他面に実装されてベースバンド信号を処理
する第１の回路部と、を含み、基板は、電気的にグランド（ＧＮＤ）である接地層を含む
ことができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の一実施例による実装基板モジュールは、実装された電子素子に及ぶノイズのよ
うな悪影響を減らすことができる。
【００１５】
　また、本発明の一実施例による実装基板モジュールは、ノイズに敏感な受信感度（ｓｅ
ｎｓｉｔｉｖｉｔｙ）を改善し、スプリアス（ｓｐｕｒｉｏｕｓ）現象を抑制し、高デー
タ伝送速度（ｈｉｇｈ　ｄａｔａ　ｒａｔｅ）に対するエラーベクトル振幅（ＥＶＭ）を
改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施例による実装基板モジュールの断面図である。
【図２】本発明の一実施例による実装基板モジュールの上面を示す図である。
【図３】本発明の一実施例による実装基板モジュールの下面を示す図である。
【図４】本発明の一実施例による実装基板モジュールの断面図である。
【図５】本発明の一実施例による実装基板モジュールの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下では、添付の図面を参照して本発明の好ましい実施形態について説明する。しかし
、本発明の実施形態は様々な他の形態に変形されることができ、本発明の範囲は以下で説
明する実施形態に限定されない。また、本発明の実施形態は、当該技術分野で平均的な知
識を有する者に本発明をより完全に説明するために提供されるものである。したがって、
図面における要素の形状及び大きさなどはより明確な説明のために誇張されることがある
。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施例による実装基板モジュールの断面図である。
【００１９】
　図１を参照すると、上記実装基板モジュール１００は、基板１１０、回路部１２０及び
電源供給部１３０を含むことができる。
【００２０】
　基板１１０は、両面（ｂｏｔｈ－ｓｉｄｅ）に実装用電極が形成されることができる。
ここで、上記基板１１０の両面は互いに平行することができる。例えば、上記基板１１０
は、セラミック基板、印刷回路基板及びフレキシブル基板のうち一つであればよい。
【００２１】
　例えば、上記基板１１０は、接地層１１１、絶縁層１１２及び多数の導線１１３を含む
ことができる。
【００２２】
　接地層１１１は、電気的にグランド（ＧＮＤ）であればよい。上記接地層１１１は、基
板１１０の両面と平行することができる。また、上記接地層１１１は、回路部１２０及び
電源供給部１３０にグランド電圧を提供することができる。
【００２３】
　また、上記接地層１１１は、回路部１２０と電源供給部１３０の間を遮ることができる
。これにより、回路部１２０と電源供給部１３０の間で発生する可能性のあるノイズのよ
うな悪影響が減ることができる。
【００２４】
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　絶縁層１１２は、基板１１０の一面又は他面と接地層１１１の間に形成され、空気より
透磁率の高い材質からなることができる。
【００２５】
　多数の導線１１３は、基板１１０の内部に形成され、Ｃｕ、Ｎｉ、Ａｌ、Ａｇ、Ａｕな
どの導電性の良い金属であればよい。上記多数の導線１１３は、回路部１２０又は電源供
給部１３０と接地層１１１を電気的に連結させることができる。
【００２６】
　回路部１２０は、実装用電極によって基板１１０の一面に実装されることができる。上
記回路部１２０の具体的な例については、図２を参照して後述する。
【００２７】
　電源供給部１３０は、実装用電極によって基板１１０の他面に実装されて回路部１２０
に電源を供給することができる。即ち、上記電源供給部１３０は、基板１１０を境に回路
部１２０と異なる領域に位置することができる。基板１１０に含まれた接地層１１１が電
源供給部１３０又は回路部１２０で発生するノイズを相殺させることができるため、電源
供給部１３０及び回路部１２０のノイズ特性が強化されることができる。上記電源供給部
１３０の具体的な例については、図３を参照して後述する。
【００２８】
　一方、実装基板モジュール１００は、基板１１０の他面に配置されて電源供給部１３０
を囲む複数のハンダボール（ｓｏｌｄｅｒ　ｂａｌｌ）１４０をさらに含むことができる
。ここで、上記ハンダボール１４０は、ＰＣＢなどとの結合のための結合力を提供するこ
とができる。また、上記ハンダボール１４０は、基板１１０に形成された電極と連結され
てモジュールのピン（ｐｉｎ）又は外部接続端子の役割を行うことができる。
【００２９】
　基板１１０において複数のハンダボール１４０が配置された面は、外部に付着される面
であればよい。したがって、複数のハンダボール１４０が配置された面に実装される回路
としては、回路部１２０及び電源供給部１３０のうち一つが選択されることができる。こ
こで、回路部１２０及び電源供給部１３０のサイズ、発熱、耐久性、連結構造などが考え
られる。
【００３０】
　例えば、電源供給部１３０が複数のハンダボール１４０の配置された面に実装されるこ
とができる。複数のハンダボール１４０が電源供給部１３０で発生するノイズの相殺に寄
与することができるため、電源供給部１３０及び回路部１２０のノイズ特性がより強化さ
れることができる。
【００３１】
　図２は、本発明の一実施例による実装基板モジュールの上面を示す図である。
【００３２】
　図２を参照すると、回路部１２０は、高周波信号を処理するＲＦ集積回路１２１を含む
ことができる。例えば、上記ＲＦ集積回路１２１は、８０２．１１ａｄ規格の通信を支援
することができる。ここで、８０２．１１ａｄ規格は、６０ＧＨｚの周波数帯域を用い、
２ＧＨｚ　ＢＷを用いて４．６Ｇｂｐｓのデータ伝送速度を支援する次世代高速無線通信
規格である。
【００３３】
　例えば、上記回路部１２０は、ＲＦ集積回路１２１のみならずベースバンド（ｂａｓｅ
　ｂａｎｄ）信号を処理する集積回路をさらに含むこともできる。ここで、ＲＦ集積回路
１２１とベースバンド信号を処理する集積回路は互いに分離されて設計されることができ
る。回路部１２０には、８０２．１１ａｄ規格の通信を支援する場合、４．６Ｇｂｐｓの
高いデータ処理速度が求められる可能性がある。これに伴い、上記回路部１２０に含まれ
た集積回路の構造が複雑となる可能性がある。
【００３４】
　よって、上記回路部１２０は、電源供給部１３０と分離されて設計されることができる
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。例えば、上記回路部１２０は、電力管理ユニット（Ｐｏｗｅｒ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
　Ｕｎｉｔ、ＰＭＵ）などの内部電源供給手段を用いることなく、電源供給部１３０から
電源の供給を受けることができる。
【００３５】
　図３は、本発明の一実施例による実装基板モジュールの下面を示す図である。
【００３６】
　図３を参照すると、電源供給部１３０は、ＤＣ－ＤＣコンバータ１３１を含むことがで
きる。上記ＤＣ－ＤＣコンバータ１３１は、低電圧降下（Ｌｏｗ　Ｄｒｏｐ　Ｏｕｔ、Ｌ
ＤＯ）よりも電力効率及び発熱の面で優れる。しかしながら、電源供給部１３０は、必ず
しもＤＣ－ＤＣコンバータ１３１によって電源を供給する必要はない。例えば、電源供給
部１３０は、力率改善回路（ＰＦＣ）などのスイープ（ｓｗｅｅｐ）特性を有する電子素
子を用いて電源を供給することもできる。
【００３７】
　上記ＤＣ－ＤＣコンバータ１３１は、スイッチング動作により既に設定された電圧を回
路部１２０に供給することができる。ここで、スイッチング動作は、既に設定された周期
を基準に、第１の電圧を特定の時間で出力し、第２の電圧を残りの時間で出力する動作を
意味する。例えば、第１の電圧が１．８Ｖ、第２の電圧が０Ｖの場合、既に設定された周
期のうち半分では１．８Ｖが出力され、残りの半分では０Ｖが出力されることにより、最
終的に０．９Ｖの電圧がＤＣ－ＤＣコンバータ１３１の出力電圧として出力されることが
できる。
【００３８】
　ＤＣ－ＤＣコンバータ１３１のスイッチング動作は、スイッチング雑音（Ｓｗｉｔｃｈ
ｉｎｇ　Ｎｏｉｓｅ）を発生させる可能性がある。上記スイッチング雑音は、基板１１０
及び接地層１１１によって相殺されることができる。
【００３９】
　一方、電源供給部１３０は、複数の出力電圧を出力して回路部１２０に複数の出力電圧
を供給することができる。例えば、上記電源供給部１３０は、複数のＤＣ－ＤＣコンバー
タを含み、１．８Ｖ電圧及び０．９Ｖの電圧を回路部１２０に供給することができる。電
源供給部１３０に含まれたＤＣ－ＤＣコンバータの個数が多いほど電源供給部１３０で発
生するスイッチング雑音が大きくなる可能性があるが、基板１１０及び接地層１１１によ
って上記スイッチング雑音が相殺されることができる。よって、実装基板モジュール１０
０は、回路部１２０に複数の出力電圧が供給されても、スイッチング雑音などの悪影響を
減らすことができる。
【００４０】
　以下、本発明の一実施例による実装基板モジュール２００を図４～図５を参照して説明
する。なお、図１～図３を参照して上述した実装基板モジュール１００に関する説明と同
一又は類似の内容については重複して説明しない。
【００４１】
　図４は、本発明の一実施例による実装基板モジュールの断面図である。
【００４２】
　図４を参照すると、上記実装基板モジュール２００は、基板２１０、第１の回路部２２
０、第２の回路部２３０及び複数のハンダボール２４０を含むことができる。
【００４３】
　基板２１０は、両面に実装用電極が形成されることができる。例えば、上記基板２１０
は、接地層２１１、絶縁層２１２及び多数の導線２１３を含むことができる。基板２１０
に含まれた接地層２１１が第１の回路部２２０及び第２の回路部２３０で発生するノイズ
を相殺させることができるため、第１の回路部２２０及び第２の回路部２３０のノイズ特
性が強化されることができる。
【００４４】
　第１の回路部２２０は、上記実装用電極によって上記基板２１０の一面に実装されてベ
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ースバンド（ｂａｓｅ　ｂａｎｄ）信号を処理することができる。例えば、上記第１の回
路部２２０は、図２を参照して上述した８０２．１１ａｄ規格の通信を支援する集積回路
であればよい。
【００４５】
　第２の回路部２３０は、上記実装用電極によって上記基板２１０の他面に実装されてス
イッチング信号を処理することができる。例えば、上記第２の回路部２３０は、ＤＣ－Ｄ
Ｃコンバータによってスイッチングされる信号を処理して既に設定された電圧を出力し、
上記既に設定された電圧を上記第１の回路部２２０に供給することができる。しかしなが
ら、上記第２の回路部２３０は、必ずしもＤＣ－ＤＣコンバータによる電源供給機能を行
う必要はない。即ち、第２の回路部２３０は、スイッチング動作によりスイッチング雑音
を発生させる回路のうち少なくとも一つを含むだけである。
【００４６】
　複数のハンダボール２４０は、上記基板２１０の他面に配置されて上記第２の回路部２
３０を囲むことができる。例えば、第２の回路部２３０が複数のハンダボール１４０の配
置された面に実装されることができる。複数のハンダボール２４０が第２の回路部２３０
で発生するノイズの相殺に寄与することができるため、第２の回路部２３０及び第１の回
路部２２０のノイズ特性がより強化されることができる。
【００４７】
　図５は、本発明の一実施例による実装基板モジュールの断面図である。
【００４８】
　図５を参照すると、上記実装基板モジュール２００は、第３の回路部２５０をさらに含
むことができる。
【００４９】
　第３の回路部２５０は、実装用電極によって基板２１０の一面に実装されて高周波帯域
信号を処理することができる。例えば、第３の回路部２５０と第１の回路部２２０は接地
層２１１によって遮られることができる。即ち、高周波帯域信号を処理する回路とベース
バンド信号を処理する回路が接地層２１１を境に分離され、これにより、ベースバンド信
号の処理によって発生するノイズが高周波帯域信号を処理する回路に与える影響が減るこ
とができる。
【００５０】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに限定さ
れず、特許請求の範囲に記載された本発明の技術的思想から外れない範囲内で多様な修正
及び変形が可能であるということは、当技術分野の通常の知識を有する者には明らかであ
る。
【符号の説明】
【００５１】
１００　実装基板モジュール
１１０　基板
１１１　接地層
１１２　絶縁層
１１３　多数の導線
１２０　回路部
１２１　ＲＦ集積回路
１３０　電源供給部
１３１　ＤＣ－ＤＣコンバータ
１４０　複数のハンダボール
２２０　第１の回路部
２３０　第２の回路部
２５０　第３の回路部
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